
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津町公共下水道事業経営戦略（概要版） ２０２１年（令和３年）3 月 大津町下水道課 

・下水道事業は、自然環境を保全し安全で快適な住環境を形成する上で不可欠な都市基盤施設であり、本

町においても昭和 56 年度から公共下水道事業（大津処理区）に着手しています。 

・一般に、下水道事業を取り巻く状況は、人口の減少等による使用料収入の低下や、施設の老朽化等による

更新費の増加などの課題に直面し、下水道事業の経営環境は厳しさを増してきています。 

・このため、令和２年４月１日より、「官公庁会計（特別会計）」から地方公営企業法の財務規定を適用した

「公営企業会計」に移行するとともに、将来にわたって住民生活に重要なサービスを提供していくため

の経営戦略を策定するものです。 

経営戦略策定の趣旨 

・総務省にて毎年度公表されている「下水道事業経営指標」用いて、類似他都市と比較した結果、本町の

下水道事業における課題として、次の点が挙げられます。 

経営の現状分析 

① 水洗化率は 95％まで達しているのに対し、面整備率は 76％程度となっており、全体計画区域の

見直しも考慮する必要がある。 

② 一般的な家庭の使用料は安価であり、使用料収入を大口利用者に頼っている為、経営の安定性に

欠ける。 

③ 人口密度が低く、効率性の面において不利な状況にある。 

④ 汚水処理原価のうち、資本費の占める割合が高い（管渠等の先行投資が占める割合が高い）。 

⑤ 効率的な整備区域の選定と改築・更新計画の立案が必要である（アセットマネジメントの実践）。 

・本町の行政人口は、増加傾向にあり、将来の 

行政人口は、平成３０年３月に策定した「第 

６次大津町振興総合計画」との整合を図り、 

整備人口や水洗化人口を予測しました。 

・有収水量は、行政人口の増と未普及地区の整 

備により、若干の増を見込んでいます。 

・職員数は、必要最小限の人数として、現況の 

人員を見込んでいます。 

将来の事業環境 

・「第６次大津町振興総合計画」や「公共施設等総合管理計画」との整合を図り、経営の基本方針（将来ビ

ジョン）を次の通り策定しました。 

経営の基本方針 

① 公共下水道を適正に整備及び維持・管理し、快適で衛生的な住環境の形成と河川の水質保全を図

る。 

② 未整備地区の整備を図り、施設の長寿命化を進めながら計画的で効率的な改築更新に取り組む。 

③ 水質保全や生活環境の改善に関する広報・啓発活動の展開により、水洗化率の向上を図る。 

④ 災害発生時における危機管理体制を強化し、公共下水道施設の機能維持・早期復旧に努める。 

・計画期間は、令和２年度から令和１１年度の１０年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資・財政計画 
・経営戦略とは、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画です。 

・その中心となる「投資・財政計画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（以下「投資試

算」という。）と、財源の見通しを試算した計画（以下「財源試算」という。）を構成要素とし、投資以外

の経費（維持管理費等）も含めた上で、収入と支出が均衡するよう調整した投資・財政計画を作成します。 

・また、「経営戦略」には、効率化・経営健全化の取組についても必要な検討を行います。 

経営戦略とは 

【投資試算】 

・管渠の整備は、年間 1.5 億円程度を投資し、未普及地区の整備に努めます。 

・処理場は、水処理施設の増設と汚泥処理施設や電気設備の更新を見込んでいます。 

・処理場の耐震対策も実施します 

【財源試算】 

・有収水量は、若干の増となる見込みですが、収支が継続的な赤字となる見込みです。 

・職員給与費は、必要最小限の人員を見込んでおり、これ以上の削減は難しいと考えます。 

・水洗化率も 95％と類似他都市と同程度であり、着実に上昇しています。 

・そのため、経営の健全化策として、令和 6 年度に１５％、令和 10 年度に１５％の使用料改定を見

込み、計画期間内には、収入と支出が均衡する投資・財政計画を作成しました。 

・また、使用料改定により、一般会計からの繰入を減らすことができます。 

・経営の健全化策として、使用料の改定を見込 

むことで、経常収支比率が右図のように黒字 

に転じるものと見込んでいます。 

（注）経常収支比率とは、経常収益（料金収入 

や一般会計からの繰入金等の収益）と 経常 

費用（維持管理費や支払い利息等の費用）の 

比率を表したものであり、100％未満である 

と経常収支が赤字であることを示します。 

経常収支比率の見込み 

・毎年度、進捗管理を行い、3～5 年毎に見直しを行い、経営戦略の事後検証、改定を行います。 

経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 0
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